
佛
教
の
南
北
両
伝
は
正
確
に
は
東
南
、
東
北
伝
と
称
す
簿
へ
き
も

の
で
あ
る
。
↑
印
度
の
西
に
は
中
近
東
を
介
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
大
陸

が
地
続
き
に
連
な
る
。
そ
こ
は
基
督
教
世
界
で
は
あ
る
が
印
度
と
、

若
し
く
は
佛
教
と
没
交
渉
で
は
な
か
っ
た
。
《
ミ
リ
ン
ダ
．
。
〈
ン

ハ
ー
》
に
於
け
る
印
度
と
ギ
リ
》
シ
ャ
と
の
接
触
は
周
知
の
通
り
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
今
ひ
と
つ
、
基
督
教
の
文
献
中
に
佛
教
の
痕
跡

を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
事
実
が
存
在
す
る
。
《
バ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ

サ
フ
ァ
ー
ト
》
が
そ
れ
で
あ
る
。

①

こ
れ
は
中
世
基
督
教
世
界
に
《
天
路
歴
程
〉
同
様
広
く
愛
読
さ

れ
た
聖
者
伝
で
あ
る
。
こ
の
バ
ル
ラ
ー
ム
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

②

国
富
鴇
ぐ
目
の
、
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
は
国
＆
巨
＄
尊
く
沙
の
転
訓
で

あ
り
、
「
佛
と
菩
薩
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

③

こ
の
物
語
に
関
す
る
諸
論
文
に
よ
っ
て
物
語
の
伝
播
の
経
路
を

辿
り
、
か
つ
文
化
史
的
に
興
味
深
い
点
を
最
初
に
、
次
に
幸
い
入

バ
ル
ラ
ー
ム
と
ョ
サ
フ
ァ
ー
ト

こ
の
物
語
の
伝
播
の
模
様
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
難
業
で
あ
り
、

ま
だ
定
説
は
樹
立
さ
れ
て
い
な
い
が
、
既
に
発
表
さ
れ
た
諸
論
文

を
ま
と
め
る
と
概
ね
次
の
様
で
あ
る
。

《
バ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
》
が
佛
伝
に
基
く
こ
と
は
諸

諭
の
一
致
す
る
所
で
あ
り
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
筆
者
自
身
ギ
リ

シ
ャ
本
、
グ
ル
ジ
ア
本
に
よ
っ
て
確
か
め
得
た
。

元
に
な
っ
た
佛
伝
を
《
ブ
ッ
ダ
・
チ
ャ
リ
タ
》
と
す
る
説
が
大

勢
を
成
す
が
、
〈
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
》
或
い
は
初
期
の
或
る
プ

ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
又
は
マ
ガ
ダ
語
の
佛
伝
と
い
う
主
張
も
あ
る
。

④
⑤
⑥

手
し
得
た
ギ
リ
シ
ャ
本
、
グ
ル
ジ
ア
本
と
佛
伝
等
の
佛
典
と
の
共

通
点
を
紹
介
し
よ
う
。
尚
、
《
バ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
》

の
存
在
を
知
っ
た
の
は
雑
誌
『
心
』
所
載
中
村
元
教
授
「
西
洋
中

世
と
印
度
文
化
」
に
よ
る
。 渡

邊
愛
子
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い
ず
れ
か
の
佛
伝
に
基
い
て
《
篝
〈
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
》

と
い
う
基
督
教
聖
者
伝
に
翻
案
さ
れ
た
最
初
が
。
〈
１
レ
ビ
本
で
あ

る
と
い
う
既
説
に
対
し
、
［
・
ぐ
．
衿
目
毎
号
の
氏
は
、
そ
の
前
に
マ

’
一
教
徒
が
ト
ル
コ
語
で
書
い
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
関
す

る
報
告
は
罰
．
旨
四
口
い
①
冨
氏
の
論
文
に
詳
し
い
。

と
こ
ろ
で
・
ハ
ー
レ
ビ
語
に
訳
さ
れ
た
の
は
イ
ラ
ン
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
、
即
ち
属
宮
口
閏
四
ロ
シ
ロ
ロ
印
目
同
ぐ
ゅ
国
王
の
治
世
命
日
１
割
巴
で

あ
る
が
、
こ
の
極
め
て
重
要
な
・
ハ
ー
レ
ビ
本
は
現
存
し
な
い
。
現

存
し
な
い
。
〈
－
レ
ビ
本
が
基
督
教
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
た
と
い

う
推
定
が
等
し
く
行
な
わ
れ
て
蕾
い
る
が
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
い

ず
れ
の
論
文
も
沈
黙
し
て
い
る
。
｛
｝
‐

と
も
か
く
六
世
紀
頃
に
成
立
し
た
．
ハ
ー
レ
ビ
本
は
続
い
て
シ
リ

ア
訳
さ
れ
た
。
そ
の
年
代
を
シ
ｍ
，
ｏ
８
の
ロ
氏
は
六
世
紀
初
頭

と
す
る
が
、
パ
ー
レ
ビ
本
の
成
立
が
五
三
一
年
以
後
で
あ
ろ
う
と

い
う
彼
自
身
の
説
に
矛
盾
す
る
。
そ
こ
で
こ
の
年
代
は
目
．
ぐ
．

捧
冒
冨
烏
①
氏
の
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
の
間
と
な
る
。

。
ハ
ー
レ
ビ
本
か
ら
翻
訳
さ
れ
た
の
は
シ
リ
ア
本
及
び
ア
ラ
ビ
ア

本
で
あ
り
、
。
》
ア
ラ
ビ
ア
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
開
花
期
、
マ
ホ
メ
ッ
ト

の
叔
父
」
シ
ｇ
閉
園
ｏ
農
唇
（
八
’
九
世
紀
）
の
時
代
に
成
立
し

て
い
る
。

シ
リ
ア
本
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
本
、
グ
ル
ジ
ア
本
が
成
立
し
た
と
い

う
従
来
の
説
は
己
．
旨
．
Ｆ
四
晶
氏
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
↑
グ
ル

ジ
ア
本
は
ア
ラ
ビ
ア
本
の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

ギ
リ
シ
ャ
本
は
シ
リ
ア
本
か
ら
の
訳
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説

で
あ
っ
た
。
理
由
は
他
の
印
度
の
も
の
が
こ
の
ル
ー
ト
を
経
て
い

る
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
そ
の
成
立
は
六
世
紀
初
頭
と
推
測
さ
れ

て
き
た
。
《
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
本
の
中
で
世
界
の
宗
教
を
列
挙
す
る

際
に
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
が
登
場
し
な
い
の
で
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に

か
け
て
の
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
成
立
以
前
と
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
後
に
述
べ
る
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
本
は
グ
ル
ジ
ア
本
の
訳
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
世
界
の
宗
教
を
列
挙
す
る
部
分
は
グ
ル
ジ

ア
本
に
は
無
く
、
ギ
リ
シ
ャ
訳
の
際
に
《
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
の
弁

⑦明
》
を
引
用
し
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
《
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
の
弁

明
》
は
二
世
紀
の
作
で
あ
り
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
が
言
及
さ
れ
な
い
理

由
も
解
け
た
。
そ
こ
で
ギ
リ
シ
ャ
本
六
世
紀
初
期
成
立
説
は
根
拠

を
失
う
こ
と
に
な
る
。

更
に
新
し
い
事
実
が
発
見
さ
れ
た
。
或
る
ギ
リ
シ
ャ
本
の
マ
ヌ

ス
ク
リ
プ
ト
の
見
出
し
に
「
こ
れ
は
グ
ル
ジ
ア
語
か
ら
ギ
リ
シ
ャ

語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
仕
事
は
ア
ト
ス
の
国
昇
耳
目
ロ
ｍ

ｅ
圏
Ｉ
己
麗
）
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
方
ギ
リ
シ
ャ
本
は
七
’
八
世
紀
に
活
躍
し
た
神
秘
主
義
者
、

ダ
マ
ス
コ
の
ジ
ョ
ン
の
作
品
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
ギ
リ
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シ
ャ
語
の
マ
ヌ
ス
ク
リ
プ
ト
に
も
二
十
種
類
あ
り
、
ど
れ
が
最
古

の
も
の
か
判
明
し
な
い
。
い
ず
れ
か
の
奥
付
け
に
］
○
言
〕
言
①

日
○
烏
と
見
え
る
こ
と
か
ら
ダ
マ
ス
コ
の
ジ
ョ
ン
に
帰
せ
ら
れ
、

彼
の
作
品
集
に
収
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ギ
リ
シ
ャ
本

の
訳
者
に
関
し
て
は
論
争
中
で
あ
る
が
、
ダ
マ
ス
コ
の
ジ
ョ
ン
を

否
定
す
る
国
．
§
蔚
弓
の
品
氏
に
対
し
て
○
．
閃
．
弓
Ｃ
ａ
言
胃
９

国
．
冒
胃
陸
長
与
の
両
氏
は
反
対
を
唱
え
る
。
甸
国
冒
圃
ロ
堅
鳴
民

氏
も
同
意
見
で
あ
る
が
そ
の
説
に
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
己
．
旨
．

Ｆ
餌
掲
氏
等
が
指
摘
す
る
。
現
在
の
段
階
で
は
ダ
マ
ス
コ
の
ジ
ョ

ン
を
否
定
す
る
側
が
有
力
に
見
え
る
。

そ
れ
と
は
別
に
、
の
．
Ｚ
目
の
号
昼
圃
①
氏
は
次
の
よ
う
な
説
を
た

て
る
。
即
ち
、
グ
ル
ジ
ア
本
の
《
バ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
》

で
あ
る
《
目
胃
国
巴
沙
ぐ
閏
冨
目
》
は
七
世
紀
の
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国

の
作
家
］
呂
邑
昌
○
切
○
盲
の
の
作
品
で
あ
り
、
彼
の
姓
で
あ
る

冒
○
の
。
旨
の
は
グ
ル
ジ
ア
人
を
意
味
す
る
言
①
呂
匠
に
通
ず
る
名

で
あ
る
か
ら
彼
が
グ
ル
ジ
ア
と
ギ
リ
シ
ャ
の
二
本
の
著
者
で
あ
る

と
い
』
フ
。

尚
、
筆
者
自
身
看
過
で
き
ず
、
理
解
困
難
な
点
は
ギ
リ
シ
ャ
本

の
訳
者
が
「
こ
れ
は
印
度
人
の
国
と
呼
ば
れ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
の
奥

地
か
ら
伝
え
ら
れ
た
信
頼
す
等
へ
き
記
録
に
基
い
て
翻
訳
し
た
。
」

と
記
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
言
及
は
ど
の
論

文
に
も
見
当
た
ら
な
い
。

以
上
が
印
度
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
に
至
る
経
路
で
あ
る
が
、
最
近

属
ｍ
・
肉
鼻
農
骨
の
氏
に
よ
っ
て
注
目
す
。
へ
き
異
説
が
発
表
さ
れ
た
。

佛
伝
か
ら
基
督
教
聖
人
言
行
録
に
書
き
換
え
ら
れ
た
最
初
は
、

パ
ー
レ
ビ
本
で
は
な
く
次
の
シ
リ
ア
本
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
次
の

様
な
経
緯
が
あ
る
。
五
世
紀
に
興
っ
た
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
教
義
が

異
端
宣
告
を
受
け
る
と
信
者
達
は
東
シ
リ
ア
教
会
へ
移
っ
て
行
く
。

こ
の
地
域
は
。
ヘ
ル
シ
ャ
の
支
配
下
、
パ
ー
レ
ビ
語
文
化
圏
に
在
る
。

東
方
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
教
会
の
印
度
人
の
大
司
教
が
。
ヘ
ル
シ
ャ
の
大

司
教
と
結
ん
で
彼
等
の
教
会
の
独
立
を
守
る
べ
く
セ
レ
ウ
キ
ア
．

⑧

テ
シ
フ
ォ
ン
の
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
教
長
と
闘
う
。
七
世
紀
半
ば
に
新

し
い
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
教
長
を
た
て
る
こ
と
を
建
議
す
る
。
独
立
の

教
会
と
し
て
位
置
づ
け
よ
と
い
う
自
ら
の
主
張
を
正
当
化
す
る
為

に
は
、
教
会
が
独
自
の
使
徒
を
有
す
る
こ
と
を
証
拠
だ
て
る
文
書

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
証
拠
と
な
る
適
当
な
物
語
を
栫
え
る
こ
と

が
急
務
と
な
る
。
同
時
に
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
教
義
と
は
対
立
す
る

ト
ー
マ
ス
の
教
え
が
印
度
に
広
ま
る
の
を
阻
む
必
要
も
あ
っ
て
、

、
ハ
ー
レ
ビ
語
に
訳
さ
れ
て
い
た
佛
伝
に
基
い
て
シ
リ
ア
語
で
基
督

教
の
も
の
に
書
き
直
し
た
の
で
あ
る
。
又
、
ア
ラ
ビ
ア
本
に
は
二

種
あ
り
、
一
方
は
パ
ー
レ
ビ
語
の
佛
伝
を
そ
の
ま
ま
ア
ラ
ビ
ア
訳

し
た
も
の
、
他
方
は
そ
れ
を
基
督
教
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
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グ
ル
ジ
ア
本
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
が
民
．
の
属
呂
呂
烏
①

氏
の
説
の
概
要
で
あ
る
。
興
味
深
く
は
あ
る
が
基
督
教
化
さ
れ
た

ア
ラ
ビ
ア
本
と
シ
リ
ア
本
と
の
関
係
が
暖
昧
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
別
に
ロ
．
旨
．
Ｆ
閨
侭
氏
は
《
両
巨
昌
巳
名
＆
国
嗣
凰
冨
‐

目
○
四
》
に
於
い
て
、
最
初
に
基
督
教
化
し
た
の
は
グ
ル
ジ
ア
本
で

あ
り
、
そ
の
成
立
は
九
世
紀
、
元
に
な
っ
た
の
は
ア
ラ
ビ
ア
本
で

あ
る
と
い
う
。
基
督
教
化
さ
れ
た
グ
ル
ジ
ア
本
を
ア
ト
ス
の
両
ロ
－

普
く
日
旨
の
が
ギ
リ
シ
ャ
訳
し
、
そ
れ
が
ラ
テ
ン
語
を
初
め
と
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
語
に
訳
さ
れ
、
再
び
ア
ラ
ビ
ア
訳
さ
れ
た
と
す

る
。
ｐ
ｍ
．
因
島
巴
昼
園
①
氏
の
説
で
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
佛
伝
が
ア

ラ
ビ
ア
語
で
基
督
教
化
さ
れ
て
グ
ル
ジ
ア
へ
伝
わ
っ
た
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
で
は
氏
自
身
の
説
で
あ
る
シ
リ
ア
本
が
基
督
教
化

の
最
初
で
あ
る
こ
と
と
の
関
係
が
不
明
で
あ
り
、
基
督
教
化
さ
れ

た
ア
ラ
ビ
ア
本
が
グ
ル
ジ
ア
本
の
後
半
を
欠
い
て
い
る
事
の
説
明

も
つ
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
己
．
言
．
Ｆ
四
凋
氏
の
説
に
よ
れ

ば
解
決
さ
れ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
以
降
の
経
路
は
次
の
様
で
あ
る
。

九
世
紀
後
半
法
王
の
図
書
係
を
勤
め
た
シ
ロ
開
国
、
旨
の
が
ギ
リ
シ

ャ
本
か
ら
ラ
テ
ン
訳
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
本
の
訳

者
が
仮
に
両
匡
昏
冒
日
旨
の
で
あ
れ
ば
そ
の
成
立
は
十
’
十
一
世
紀

初
頭
で
あ
る
。
従
っ
て
シ
ョ
爵
冨
⑩
旨
ｍ
の
翻
訳
は
不
可
能
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
勺
．
勺
鼻
①
副
氏
は
ラ
テ
ン
本
成
立
は
一
○
四
七

年
秋
以
後
、
訳
者
は
ア
ト
ス
の
ア
マ
ル
フ
ィ
僧
院
の
Ｆ
①
○
と
い

う
ラ
テ
ン
人
聖
職
者
の
仕
事
を
誰
か
が
引
き
継
い
で
完
成
さ
せ
た

と
い
う
。
罰
．
旨
④
馬
①
皀
氏
も
一
○
四
八
年
以
後
ヨ
ー
ロ
ヅ
〈
に

広
ま
っ
た
と
い
う
。
と
も
か
く
こ
の
ラ
テ
ン
本
が
元
に
な
っ
て
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
伝
え
ら
れ
た
模
様
で
あ
る
。

十
三
世
紀
に
ラ
テ
ン
本
か
ら
三
種
類
の
フ
ラ
ン
ス
訳
が
な
さ
れ

い
ず
れ
も
韻
文
で
あ
る
。
そ
の
‐
一
つ
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
本
か
ら
イ
タ

リ
ア
訳
さ
れ
た
の
が
十
四
世
紀
初
頭
で
あ
る
。
十
五
世
紀
末
ラ
テ

ン
本
か
ら
の
ド
イ
ツ
訳
が
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
グ
で
出
版
さ
れ
、
イ
ギ

リ
ス
で
も
同
じ
頃
ラ
テ
ン
本
《
Ｆ
品
①
目
四
シ
ｐ
Ｈ
３
》
か
ら
君
Ｅ
厨
日

ｏ
四
弾
○
口
が
英
訳
し
て
い
る
。
こ
の
他
ラ
テ
ン
本
か
ら
は
一
五
九

三
年
プ
ラ
ハ
で
ボ
ヘ
ミ
ア
本
が
、
一
六
○
八
年
に
は
マ
ド
リ
ー
ド

で
ス
。
へ
イ
ン
本
が
、
一
六
八
八
年
に
は
ク
ラ
コ
ウ
で
ポ
ー
ラ
ン
ド

本
が
夫
々
成
立
し
て
い
る
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
本
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

本
は
ド
イ
ツ
本
に
よ
っ
て
い
る
。
又
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
で
は
一
八
五

一
年
に
十
三
世
紀
初
期
の
寺
へ
ラ
ム
・
マ
ヌ
ス
ク
リ
プ
ト
に
基
い
て

出
版
さ
れ
て
い
る
。

《
バ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
》
は
こ
う
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈

各
地
に
広
め
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
我
が
国
に
も
伝
わ
っ
て
お
り
、

天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
年
）
加
津
佐
学
林
か
ら
刊
行
さ
れ
た
《
聖
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⑨

徒
の
御
作
業
の
内
抜
害
》
の
第
三
番
目
に
《
聖
ぱ
る
ら
あ
ん
と
聖

じ
ょ
ざ
は
っ
の
御
作
業
》
と
し
て
著
わ
さ
れ
て
い
る
。
《
聖
徒
のこ

ん

御
作
業
目
録
》
に
よ
れ
ば
、
巻
第
一
、
十
六
番
目
に
「
尊
き
９
口

へ
そ
れ
す
さ
ん
ぱ
る
ら
あ
ん
さ
ん
じ
よ
ざ
は
っ
さ
ん

儲
ｍ
ｍ
ｏ
Ｈ
①
⑳
の
団
胃
冒
冒
と
い
ざ
＄
嘗
胃
の
御
作
業
。
是
の

じ
よ
あ
ん
だ
ま
せ
の

］
○
塑
冒
己
⑳
日
四
の
ｏ
①
冒
○
の
記
録
に
見
え
た
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

又
巻
第
一
、
十
七
番
目
の
終
り
に
「
右
ニ
ッ
の
御
作
業
は
胃
目
四
口

］
○
ざ
勺
四
巳
○
の
翻
訳
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
五
八
九
年
基
督
教
禁
止
令
が
発
令
さ
れ
、
続
く
一
五
九
○
年

に
は
印
刷
術
が
伝
来
し
て
い
る
。
そ
の
翌
年
に
本
書
は
出
版
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
間
に
相
当
の
経
緯
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
さ
て
邦
訳
は
ギ
リ
シ
ャ
本
の
十
分
の
一
に
も
充

た
な
い
短
い
も
の
で
、
大
意
の
要
約
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
ギ
リ
シ
ャ
本
は
主
に
、
ハ
ル
ラ
ー
ム
の
会
話
の
中
で
基
督
教
の
教

義
や
聖
書
か
ら
の
引
用
を
豊
富
に
し
か
も
繰
返
し
用
い
て
い
る
の

で
実
際
の
物
語
の
筋
は
決
し
て
長
く
は
な
い
。
邦
訳
は
こ
れ
を
殆

ど
省
略
又
は
短
縮
し
て
い
る
の
で
却
っ
て
読
み
易
く
、
要
約
で
は

あ
る
が
文
学
的
価
値
を
失
っ
て
い
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
本
と
比
較
す

る
と
極
め
て
忠
実
に
訳
し
た
跡
が
窺
わ
れ
、
用
い
ら
れ
た
日
本
語

は
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
文
中
、
発
心
・
囲
繧
渇
仰
・
菩
提
・
無
常
・

本
尊
・
法
事
・
法
師
・
学
匠
・
血
気
疾
水
等
の
単
語
が
散
見
さ
れ

む
や
く
ち
げ
ん
ふ
ぽ
ん
し
よ
う
ご
ん
こ
ぐ
び
や
く
く
げ
ん
き
ど
く

る
こ
と
と
、
無
益
・
智
眼
・
不
犯
・
荘
厳
・
黒
白
・
苦
患
・
奇
特
．

ぎ
や
う
た
い
く
り
き
る
か
つ

行
体
功
力
・
襖
褐
等
僅
か
に
施
さ
れ
た
ル
ビ
に
も
呉
音
が
目
立
つ

こ
と
か
ら
、
勺
四
巳
○
の
邦
訳
を
更
に
当
時
の
日
本
の
教
養
あ
る

人
（
恐
ら
く
は
漢
訳
佛
典
に
通
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
）
が
手
を
加

え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ア
ジ
ア
に
於
い
て
は
日
本
の
他
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
も
伝
え
ら
れ
、

十
七
世
紀
中
頃
ま
で
に
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
教
団
の
宣
教
師
達
が
少
く

⑩

と
も
三
種
類
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
方
言
に
訳
し
て
い
る
。

こ
の
他
、
成
立
年
代
や
伝
播
の
経
路
の
不
明
な
も
の
に
エ
チ
オ

ピ
ア
本
、
ア
ル
メ
ニ
ア
本
、
ル
ー
マ
ニ
ア
本
、
へ
プ
ラ
イ
本
等
が

斗
抽
レ
グ
（
》
○

以
上
が
《
雫
ハ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
》
の
お
よ
そ
の
伝
播

の
経
路
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
道
す
が
ら
興
味
深
い
事
実
が
発
見

さ
れ
た
の
で
主
な
も
の
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

一
二
五
○
年
ド
ミ
ニ
コ
会
の
修
道
士
百
８
盲
、
号
く
。
Ｈ
品
冒
①

が
《
Ｆ
品
①
且
騨
鈩
日
の
四
》
を
著
わ
し
た
。
こ
れ
は
基
督
教
の
聖
者

伝
と
そ
の
祝
祭
日
に
つ
い
て
の
手
短
か
な
論
説
の
集
録
で
、
こ
の

中
に
寺
ハ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
の
伝
記
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

又
、
ギ
リ
シ
ャ
正
教
会
の
聖
人
祭
日
暦
で
は
、
八
月
二
十
六
日
が

聖
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
の
祭
日
、
グ
ル
ジ
ア
で
は
五
月
十
九
日
が
そ
の

日
に
あ
た
る
。
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
女
の
教
会
で
は
十
一

月
二
十
七
日
に
。
ハ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
の
為
の
礼
拝
式
が
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行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
記
録
が
見
え
る
。

ロ
ー
マ
教
皇
段
×
目
⑫
農
の
国
洋
丘
（
勗
駅
ｌ
勗
舌
計
再
）
の
殉
教
録

中
十
一
月
二
十
七
日
の
欄
に
《
《
ｇ
①
冒
与
３
首
蔚
団
胃
冨
幽
昌

四
国
・
］
○
の
沙
己
豈
四
庁
》
旦
胃
冒
昌
色
》
○
国
詐
匿
①
ご
Ｏ
Ｈ
Ｑ
①
刷
昌
面
①
３
国
》

急
彦
○
の
①
急
○
ご
Ｑ
①
臥
巳
色
。
蕨
の
巴
具
き
ず
邑
昌
口
四
日
器
○
口
の
冒
尉

鳥
の
。
Ｈ
ご
＆
・
》
》
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
《
バ

ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
》
は
虚
構
で
は
な
く
、
実
在
の
人
物

の
伝
記
と
し
て
受
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
更
に
そ
れ

を
裏
書
き
す
る
様
に
、
一
五
七
一
年
ヴ
ェ
’
一
ス
の
総
督
が
ポ
ル
ト

ガ
ル
王
の
①
ｇ
異
国
ロ
に
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
の
遺
骨
と
称
す
る
背
骨

の
一
部
を
贈
呈
し
て
い
る
。
そ
の
過
骨
は
様
為
の
変
遷
の
後
、
、
ヘ

ル
ギ
ー
の
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
に
あ
る
聾
曾
辱
鼻
○
吋
寺
院
に
現
存

す
る
。
．

次
に
こ
の
物
語
が
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
文
学
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ

れ
る
点
を
紹
介
す
る
。

バ
ル
ラ
ー
ム
の
語
る
寓
話
の
一
つ
に
次
の
物
語
が
あ
る
。
ポ
ロ

服
の
修
行
僧
に
丁
重
に
挨
拶
し
た
王
を
噸
っ
た
貴
族
達
に
彼
等
の

非
を
悟
ら
せ
る
べ
く
王
は
四
つ
の
小
箱
を
用
意
す
る
。
汚
物
を
詰

め
外
側
を
金
で
飾
り
た
て
た
二
つ
と
、
宝
石
を
納
め
て
外
側
に
ピ

ッ
チ
や
タ
ー
ル
を
塗
り
つ
け
た
二
つ
を
貴
族
等
に
価
値
判
断
さ
せ

る
。
彼
等
は
前
者
を
高
価
な
も
の
と
答
え
る
。
王
は
そ
の
場
で
箱

を
開
き
ポ
ロ
服
の
行
者
は
後
者
の
如
く
、
貴
族
は
前
者
の
如
く
で

あ
る
と
諭
す
。

こ
の
寓
話
は
直
ち
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
《
ヴ
ェ
’
一
ス
の
商
人
》

を
思
い
出
さ
せ
る
。
即
ち
富
豪
の
才
媛
ポ
ー
シ
ャ
が
婿
選
び
の
為

に
金
・
銀
・
銅
の
小
箱
を
用
意
し
、
銅
箱
の
中
に
納
め
た
ポ
ー
シ

ャ
の
肖
像
を
選
び
あ
て
た
バ
ッ
サ
’
一
オ
と
結
婚
す
る
。
ロ
．
旨
．

臼
騨
侭
氏
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
《
バ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー

⑪

ト
》
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
う
が
、
《
世
界
名
著
事
典
》
に
よ
れ

ば
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
《
ロ
ー
マ
人
物
語
》
を
参
照
し
、
こ
の

《
ロ
ー
マ
人
物
語
》
が
《
バ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
》
の
影

⑫

響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
。
尚
こ
の
寓
話
は
《
自
己
日
且
》
の
中
に

も
見
ら
れ
、
や
は
り
源
は
印
度
に
あ
る
と
云
わ
れ
る
が
出
典
は
不

詳
で
あ
る
。
佛
典
中
に
は
貧
家
珍
宝
蔵
・
弊
物
中
金
像
・
貧
女
懐

⑬

胎
聖
王
等
が
如
来
蔵
の
臂
嶮
と
し
て
表
わ
れ
て
い
る
。

次
に
○
．
両
．
急
。
８
急
四
ａ
〕
国
．
旨
餌
甚
掲
辱
の
二
氏
は
、
物

語
後
半
の
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
に
信
仰
を
棄
て
さ
せ
る
手
段
と
し
て

美
し
い
乙
女
に
誘
惑
さ
せ
る
部
分
は
ワ
グ
ナ
ー
の
《
勺
閏
農
巴
》

（
扇
路
初
演
）
を
思
わ
せ
る
と
云
う
が
、
前
述
の
四
つ
の
小
箱
程

の
酷
似
性
は
認
め
が
た
い
。
更
に
両
氏
は
、
そ
の
他
沢
山
の
寓
話

が
中
世
に
流
行
し
た
旨
○
門
昌
辱
国
身
に
材
料
を
提
供
し
て
お

り
、
名
高
い
「
三
人
の
友
を
持
つ
男
」
の
話
は
《
固
く
①
曼
昌
巴
〕
》
に
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用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

己
．
言
．
Ｆ
餌
侭
氏
は
ト
ル
ス
ト
イ
ヘ
の
影
響
を
指
摘
す
る
。
彼

の
《
Ｃ
Ｏ
貝
①
⑱
巴
○
国
》
（
扇
震
）
に
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
の
出
家
や
物
語
中

の
寓
話
の
一
つ
を
一
語
一
語
正
確
に
引
用
し
て
い
る
と
い
う
。

以
上
は
影
響
の
顕
著
な
例
で
あ
る
が
、
こ
の
物
語
の
マ
ヌ
ス
ク

⑭

リ
プ
ト
が
各
地
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
他
に
も
多
く
見
出
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
伝
播
の
足
跡
を
辿
る
問
に
集
ま
っ
た
バ
ル
ラ
ー
ム
と
ョ

⑮

サ
フ
ァ
ー
ト
の
異
っ
た
綴
り
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

|’

一

一一一一一PahlaviBalauvar

glasaicalBilauhar Budisaf
Persian

Arabic .Balauhar Bndasaf

〃 BilawhariYndasaf

Classical

Persian

Arabic

〃
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’
″ ｅ
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ｆ
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ａ
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Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｉ

ｅ
》
ｅ

ｌ
ｌ
ｎ
宜
ａ
ａ
ａ
ａ
ｌ
ｌ
ｒ
ｒ
ａ
ａ

Ｖ
Ｖ・

砲
麺

、
・
Ｉ

ｋ

ｅ
唱
〃
ｅ

ｍ
Ｏ
ｅ

ｒ
ｅ
ｒ

Ａ
Ｇ
Ｇ

Balahvarlodasaph

E…”一一一一一一‐
Barlaamloasaph

《
バ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
》
が
佛
典
と
無
関
係
で
な
い

こ
と
を
示
す
最
も
顕
著
な
点
は
、
四
門
出
遊
に
相
当
す
る
部
分
を

含
む
こ
と
で
あ
る
。

偶
像
崇
拝
者
で
あ
り
基
督
教
徒
を
迫
害
す
る
ァ
鋳
へ
ナ
ー
王
の
晩

年
の
独
り
子
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
は
誕
生
の
時
カ
ル
デ
ァ
の
占
星
家
に

将
来
基
督
教
徒
に
な
る
と
予
言
さ
れ
る
。
王
は
そ
れ
を
恐
れ
て
王

子
に
立
派
な
宮
殿
を
建
て
健
康
な
若
者
の
み
を
周
囲
に
侍
ら
せ
、

老
・
病
・
死
等
を
王
子
に
知
ら
せ
ぬ
よ
う
命
ず
る
。
が
王
子
は
長

じ
て
幽
閉
の
身
を
悲
し
み
王
に
願
っ
て
初
め
て
城
外
に
出
、
奇
形

Latin Barlaam'Josaphat

|Joasaph
Barlaam

一

French

Iehosaphat

YewAsefEthiopian,BaralamYewasef

L一一一一一一Y…畠↑’ 〃

者
・
盲
人
・
老
人
に
出
会
い
人
生

の
苦
に
直
面
す
る
。

〈
切
目
昌
昌
の
胃
詳
騨
》
の
こ
の
部

分
を
見
る
と
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の

誕
生
の
際
、
ア
シ
タ
仙
人
が
「
彼

は
王
位
を
棄
て
凡
て
の
欲
境
に
無

関
心
で
精
進
し
て
真
如
に
達
し
、

愚
擬
の
暗
闇
を
破
ろ
う
と
智
慧
の

⑯

日
と
し
て
輝
き
渡
ろ
う
」
と
予
言

す
る
。
浄
飯
王
は
そ
れ
を
喜
ぶ
反

面
、
「
然
し
彼
は
心
が
「
彼
は
聖

道
を
行
く
で
あ
ろ
う
』
と
の
思
い
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に
悩
ま
さ
れ
た
。
教
法
を
愛
さ
な
い
思
い
か
ら
で
は
な
い
が
、
子

⑰

孫
を
失
う
予
感
に
恐
れ
を
見
出
し
た
。
」
と
云
い
『
彼
は
あ
る
ひ

は
何
か
心
乱
す
快
く
な
い
も
の
を
見
よ
う
」
こ
う
王
は
盧
っ
て
宮

⑱

殿
の
内
部
、
人
の
往
来
の
な
い
地
に
彼
の
為
に
住
居
を
設
け
た
。
」

と
云
う
。
こ
こ
ま
で
は
略
々
一
致
す
る
が
、
宮
殿
内
の
様
子
が
異

る
。
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
の
荘
麗
な
宮
殿
の
住
人
は
悉
く
男
性
で
あ
る
。

こ
の
物
語
の
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
る
が
、
女
性
は
王
子
に
基
督
教

を
棄
て
さ
せ
る
最
後
の
手
段
と
し
て
し
か
登
場
し
な
い
。
彼
は
結

婚
を
拒
み
生
涯
独
身
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
宮
殿

は
媛
女
等
で
溢
れ
る
ば
か
り
で
あ
り
、
彼
は
と
り
わ
け
美
し
く
徳

高
い
ヤ
シ
ョ
Ⅲ
ダ
ラ
ー
を
要
り
ラ
ー
フ
ラ
を
も
う
け
る
。
四
門
出

遊
後
媛
女
達
の
睡
態
に
嫌
悪
を
感
じ
て
出
家
の
決
心
を
強
め
た
と

書
か
れ
て
は
い
る
が
、
こ
こ
に
登
場
す
る
女
性
は
故
意
に
悪
し
き

者
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
《
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
》
の
女
性
を
形

容
す
る
美
し
い
文
章
を
連
想
さ
せ
る
程
美
し
く
、
釉
々
理
想
化
さ

れ
て
は
い
る
が
な
お
自
然
な
描
写
で
あ
る
。
夫
で
あ
り
父
で
あ
る

シ
ッ
ー
ダ
ー
ル
タ
は
恩
愛
の
絆
を
超
え
て
出
家
す
る
の
に
対
し
て
、

ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
は
父
王
を
自
分
の
願
い
を
妨
げ
る
敵
と
し
て
激
し

く
非
難
す
る
。
同
じ
プ
ロ
ッ
ト
を
辿
り
乍
ら
こ
の
辺
り
の
相
違
は

看
過
で
き
な
い
。

城
外
に
て
不
具
者
等
に
出
会
っ
た
時
の
王
子
と
侍
者
と
の
会
話

は
《
国
ロ
自
冨
８
国
菌
》
の
逐
語
訳
と
云
い
得
る
程
酷
似
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
王
子
は
人
生
が
苦
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
釈
尊
の

出
家
の
動
機
や
四
聖
諦
に
明
ら
か
な
様
に
佛
教
の
出
発
点
は
〃
苦

の
認
識
″
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
基
督
教
の
そ
れ
は
〃
罪
の
自
覚
″

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
神
は
慈
愛
深
く
如
何
な
る
罪
人
を
も
許
し

給
う
が
そ
れ
に
は
悔
い
改
め
が
絶
対
条
件
で
あ
る
。
神
が
裁
き
手

で
あ
る
こ
と
は
聖
書
の
至
る
所
に
見
ら
れ
、
何
よ
り
も
基
督
の
受

難
が
人
間
の
罪
の
許
し
の
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
〃
罪
の
自
覚
″

が
重
要
な
出
発
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
基
督
教

の
聖
者
の
求
道
の
動
機
が
〃
苦
の
認
識
″
で
あ
る
こ
と
は
、
仮
に

こ
の
物
語
が
佛
典
と
無
関
係
で
あ
っ
て
も
な
お
、
基
督
教
に
と
っ

て
異
質
で
あ
ろ
う
。

四
門
出
遊
に
次
い
で
佛
典
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
い
の
は
、
黒

白
の
鼠
の
寓
話
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
寓
話
の
ギ
リ
シ
ャ
本
の
概
略
は
こ
う
で
あ
る
。
１
’
一
コ
ン

の
前
で
踊
っ
て
い
た
人
が
そ
れ
に
追
わ
れ
て
逃
げ
る
途
中
穴
に
落

ち
、
幸
い
途
中
に
一
本
の
木
が
あ
っ
て
そ
れ
に
つ
か
ま
る
。
と
こ

ろ
が
そ
の
木
の
根
も
と
を
黒
白
二
匹
の
鼠
が
咬
っ
て
い
る
。
穴
の

底
で
は
ド
ラ
ゴ
ン
が
炎
を
吐
き
つ
つ
彼
を
待
ち
受
け
、
更
に
彼
の

足
も
と
に
は
コ
ブ
ラ
の
頭
が
四
つ
影
を
投
じ
て
い
る
。
そ
の
時
枝

か
ら
滴
る
蜂
蜜
が
口
に
届
き
何
も
か
も
忘
れ
て
夢
中
で
そ
れ
を
負
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る
。
バ
ル
ラ
ー
ム
の
解
説
は
、
ユ
ニ
コ
ン
は
死
、
穴
は
世
間
、
木

は
人
の
命
、
コ
ブ
ラ
の
頭
は
四
大
、
ド
ラ
ゴ
ン
は
地
獄
、
蜜
は
現

世
の
快
楽
を
夫
為
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
寓
話
に
相
当
す
る
も
の
は
、
《
衆
経
撰
雑
譽
嚥
》
《
髻
嶮

経
》
及
び
《
維
摩
経
》
の
「
是
身
如
丘
井
」
の
註
と
し
て
《
註
維

摩
経
》
に
見
え
る
。

こ
れ
等
は
部
分
的
に
多
少
異
る
が
、
大
意
は
同
一
で
あ
る
。
１

’
三
一
ン
は
経
典
で
は
巨
象
・
悪
象
・
酔
象
で
あ
り
、
グ
ル
ジ
ア
本

も
荒
れ
狂
っ
た
象
で
あ
る
。
い
き
り
立
っ
て
鼻
を
高
く
振
り
上
げ

た
象
か
ら
１
｝
一
コ
ン
ヘ
の
連
想
は
強
ち
不
自
然
で
は
な
い
が
、
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
本

は
基
督
教
自
身
の
も
の
の
よ
う
に
扮
飾
し
て
い
る
気
配
が
感
ぜ
ら

れ
る
。
こ
れ
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。

次
に
黒
白
二
鼠
は
《
衆
経
撰
雑
臂
嶮
》
で
は
二
匹
の
白
鼠
、
グ

ル
ジ
ア
本
は
黒
白
二
鼠
で
夫
禽
夜
・
昼
の
象
徴
と
解
き
《
髻
嶮
経
》

と
一
致
す
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
本
は
こ
の
解
説
を
欠
く
。
〈
註
維
摩

経
》
の
解
説
は
黒
月
・
白
月
で
あ
る
。
コ
ブ
ラ
の
四
頭
は
《
衆
経

撰
雑
譽
嚥
》
《
唇
嶮
経
》
が
一
致
し
、
い
ず
れ
も
四
大
を
指
す
が
、

《
註
維
摩
経
〉
は
五
匹
の
毒
蛇
で
あ
り
五
穂
を
嚥
え
て
い
る
。
又
、

蜂
蜜
の
滴
は
《
譽
嶮
経
》
で
は
五
滴
と
あ
り
五
欲
を
示
す
。
象
は

無
常
、
井
戸
は
生
死
、
木
は
命
根
、
龍
は
悪
趣
を
象
徴
す
る
。

こ
れ
ら
の
経
典
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
《
衆
経
撰
雑

曹
嚥
》
《
註
維
摩
経
》
の
寓
話
の
発
端
は
《
書
嶮
経
》
の
よ
う
に
偶

発
的
で
は
な
く
、
象
に
追
わ
れ
る
人
は
脱
獄
死
刑
囚
で
あ
り
、
脱

獄
者
は
象
の
足
で
踏
み
殺
さ
れ
る
と
い
う
法
律
が
執
行
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
同
種
の
刑
罰
は
《
マ
ヌ
の
法
典
》
に
も
見
え
る
。
《
マ

⑲

ヌ
の
法
典
》
の
成
立
も
前
二
百
年
か
ら
後
二
百
年
と
漠
然
と
し
て

お
り
《
衆
経
撰
雑
譽
啼
》
の
成
立
年
代
へ
の
さ
さ
や
か
な
参
考
に

す
ぎ
な
い
。
又
、
《
維
摩
経
》
は
約
百
五
十
年
頃
の
成
立
で
あ
る
。

そ
の
中
に
「
是
身
如
丘
井
」
と
短
い
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
寓
話
が
当
時
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
こ
れ
丈
で
通
じ
た
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

又
、
〈
佛
遺
教
経
》
に
「
動
転
軽
躁
但
観
於
蜜
不
見
深
坑
」
と

あ
り
、
明
本
に
は
「
嶮
如
一
人
手
執
蜜
器
動
転
軽
躁
・
…
：
」
と
あ

る
。
こ
れ
を
直
ち
に
ど
の
寓
話
に
結
び
つ
け
る
に
は
梢
飛
躍
が
あ

る
が
、
こ
の
寓
話
が
時
代
的
に
佛
教
以
前
、
さ
も
な
く
ぱ
佛
教
の

外
か
ら
採
り
入
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
《
註
維
摩
経
》
の
五
語
に

相
当
す
る
部
分
が
他
の
二
本
で
は
四
大
で
あ
る
点
か
ら
推
測
で
き

る
。
佛
教
の
寓
話
と
な
る
以
前
の
原
型
を
《
佛
遺
教
経
》
の
一
節

に
窺
い
得
よ
う
。
即
ち
現
世
の
快
楽
の
み
に
耽
溺
す
れ
ば
深
坑
に

陥
る
と
警
告
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
佛
典
中
の
有
名
な
寓
話
が
バ
ル
ラ
ー
ム
か
ら
ヨ
サ
フ

22



ア
ー
ト
に
伝
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
寓
話
の
主
題
は
〃
無
常
″

で
あ
り
や
は
り
優
れ
て
佛
教
的
思
考
で
あ
る
。
聖
書
は
〃
無
常
〃

と
い
う
把
え
方
で
は
な
く
こ
の
世
が
悪
に
満
ち
て
い
る
点
を
強
調

す
る
。次

に
物
語
中
四
ケ
所
に
わ
た
っ
て
：
＆
》
三
○
ａ
）
昏
○
晶
匡
が

並
べ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。
《
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
》

、
、
、

中
神
の
裁
き
の
場
に
「
死
人
は
そ
の
し
わ
ざ
に
応
じ
こ
の
書
物
に

⑳

書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
従
っ
て
裁
か
れ
た
」
と
あ
る
。
バ
ル
ラ
ー

、
、
、

ム
は
こ
れ
を
引
用
す
る
際
に
し
わ
ざ
（
急
。
鳥
⑳
）
を
烏
①
号
四
目

弓
Ｏ
ａ
ｍ
》
四
目
昏
○
品
冒
砂
と
言
い
換
え
て
い
る
。
同
様
に
「
不
朽
真

実
の
裁
き
手
で
あ
る
神
は
正
義
の
秤
で
①
ぐ
①
ｑ
四
ｇ
・
司
○
ａ
四
目

昏
○
侭
昇
を
秤
る
で
あ
ろ
う
。
」
「
君
○
ａ
》
号
＆
四
国
Ｑ
ｇ
Ｏ
長
胃

に
対
し
て
報
い
が
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
」
「
彼
ら
の
言
○
ａ
ゞ

騨
鼻
》
昏
○
侭
冒
に
於
け
る
全
て
が
彼
等
の
面
前
に
露
わ
に
な
る
の

で
あ
る
」
と
語
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
佛
教
の
身
口
意
の
三
業
を
直
ち
に
連
想
せ
し
め
る
。

土
居
真
俊
教
授
に
よ
れ
ば
「
基
督
教
は
本
質
的
に
は
一
元
論
で
あ

る
が
、
常
に
魂
が
問
題
に
さ
れ
る
。
如
何
な
る
行
為
に
せ
よ
魂
の

在
り
方
に
従
う
故
に
佛
教
の
如
く
特
に
身
口
意
の
三
業
を
数
え
あ

げ
る
こ
と
は
し
な
い
」
由
で
あ
る
。
佛
典
に
は
《
法
句
経
》
《
法

集
要
頌
経
》
等
古
い
も
の
に
も
見
え
る
。
と
も
か
く
行
為
を
三
業

に
分
け
て
考
え
る
こ
と
は
佛
教
或
い
は
印
度
的
方
法
で
あ
り
そ
れ

が
一
度
な
ら
ず
現
れ
て
い
る
点
で
佛
典
と
の
関
連
を
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。

更
に
注
意
を
換
起
さ
れ
る
語
句
は
↑
↓
苔
①
目
鼻
国
の
胡
○
画
唱
○
‐

国
ｐ
８
こ
ゞ
《
《
四
号
画
８
日
尉
汁
旦
侭
ロ
○
門
四
口
。
①
こ
で
あ
る
。
《
マ

、
、

タ
イ
伝
）
中
「
暗
黒
の
中
に
住
ん
で
い
る
民
は
大
い
な
る
光
を
見

⑳
、
、

云
々
」
の
暗
黒
は
§
尉
冒
①
印
の
の
訳
で
あ
る
。
著
者
は
地
の
文
中

に
こ
の
句
を
「
ｇ
①
目
鼻
ロ
①
朋
具
蘋
口
Ｏ
３
ｐ
Ｏ
①
の
中
に
坐
っ
て

い
る
民
に
光
を
与
え
…
…
」
と
変
形
し
て
編
み
込
ん
で
い
る
。
更

に
異
教
に
没
頭
す
る
父
王
に
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
は
云
う
。
「
父
上
よ
、

あ
な
た
は
凹
号
口
○
①
目
算
旦
蒟
ご
目
印
旨
○
①
に
囲
ま
れ
て
微
か

な
光
さ
え
も
見
え
な
い
闇
の
中
を
手
さ
ぐ
り
し
な
が
ら
歩
い
て
お

ら
れ
る
．
…
・
・
・
」
こ
の
部
分
は
《
出
エ
ジ
プ
ト
記
》
か
ら
の
引
用

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
そ
こ
に
も
］
唱
○
目
昌
○
①
は
現
わ
れ
な
い
。

「
創
り
主
な
る
神
を
認
め
る
こ
と
」
は
基
督
教
の
重
要
な
信
仰
個

条
で
あ
る
と
襖
説
さ
れ
て
お
り
］
唱
○
３
月
①
を
神
に
つ
い
て
無

知
で
あ
る
こ
と
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
』
唱
○
儲
‐

色
ｐ
８
は
ゆ
く
己
乱
の
訳
語
で
あ
り
「
無
明
の
闇
」
と
い
う
極
め

て
佛
教
的
表
現
を
想
わ
せ
る
。
こ
れ
ま
で
述
尋
へ
て
き
た
佛
典
と
の

関
連
性
に
徴
し
て
こ
れ
を
偶
然
の
一
致
と
は
見
過
し
難
い
の
で
あ

マ
（
句
○
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次
に
王
の
尊
敬
す
る
太
守
が
隠
遁
し
引
き
戻
さ
れ
て
王
と
会
見

の
時
、
彼
は
遁
世
の
動
機
は
若
い
日
に
心
に
刻
ん
だ
金
言
で
あ
る

と
告
げ
る
。
そ
れ
は
《
↑
弓
冨
さ
○
］
自
営
樹
⑦
印
昏
①
Ｈ
①
巴
昏
目
、

庁
○
ヶ
①
ロ
冒
晄
①
餌
］
管
四
国
ロ
旨
昌
“
庁
四
丙
①
砂
鈴
ロ
①
ロ
ｐ
Ｈ
①
④
胃
猯
Ｏ
Ｈ
計
匠
①
Ｈ
①
四
］
葺
・
．
．
》
〕

⑳

で
あ
り
実
に
〈
法
句
経
》
一
’
十
一
と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
四
門
出
遊
（
苦
）
黒
白
二
鼠
（
無
常
）
、
無
明
、
《
法
句

経
》
の
句
等
の
佛
典
と
の
関
連
の
顕
著
な
諸
点
で
あ
る
。

次
に
「
黒
白
二
鼠
」
に
関
し
て
触
れ
た
如
く
、
ギ
リ
シ
ャ
本
は

グ
ル
ジ
ア
本
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
部
分
的
に
故
意
に
変
え
た
と
見

受
け
ら
れ
る
点
が
散
見
さ
れ
る
。

先
ず
、
バ
ル
ラ
ー
ム
の
住
ん
で
い
た
地
名
は
グ
ル
ジ
ゞ
ア
本
で
は

の
胃
覺
号
で
あ
り
ア
ラ
ビ
ア
語
の
セ
イ
ロ
ン
を
意
味
す
る
留
周
‐

四
目
号
の
靴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ギ
リ
シ
ャ
本
は
《
創
世

記
》
の
（
、
ヘ
ル
の
塔
の
物
語
の
舞
台
で
あ
る
シ
ナ
ル
の
地
と
す
る
。

次
に
グ
ル
ジ
ア
本
は
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
の
篤
信
が
四
方
に
伝
わ
り

遂
に
セ
イ
ロ
ン
の
バ
ル
ラ
ー
ム
の
耳
に
達
し
た
と
い
う
の
に
対
し

て
、
ギ
リ
シ
ャ
本
は
バ
ル
ラ
ー
ム
が
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
の
苦
悶
を
知

る
の
は
神
の
啓
示
に
よ
る
と
す
る
。

類
例
は
続
く
。
ア
毒
へ
ナ
ー
王
は
バ
ル
ラ
ー
ム
の
追
跡
に
失
敗
し

重
臣
ア
ラ
ヶ
ー
ス
の
師
ナ
『
－
－
を
バ
ル
ラ
ー
ム
に
仕
立
て
、
王
の

側
の
雄
弁
家
と
論
争
さ
せ
て
ナ
コ
ー
に
わ
ざ
と
敗
北
さ
せ
て
ヨ
サ

フ
ァ
ー
ト
を
改
宗
さ
せ
よ
う
と
企
む
。
グ
ル
ジ
ア
本
で
は
王
子
の

親
類
で
秘
か
に
基
督
教
を
信
ず
る
録
ハ
ラ
キ
ア
ス
が
王
の
計
略
を
ヨ

サ
フ
ァ
ー
ト
に
密
告
す
る
。
が
、
ギ
リ
シ
ャ
本
で
は
ヨ
サ
フ
ァ
ー

ト
は
神
の
夢
告
に
よ
っ
て
陥
穿
を
知
る
。

更
に
《
民
数
記
》
中
簿
ハ
ラ
ム
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
。
彼
は

モ
ァ
ブ
王
バ
ラ
ク
に
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
を
呪
う
よ
う
依
頼
さ
れ
て

モ
ァ
ブ
に
や
っ
て
く
る
が
、
神
に
従
い
却
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族

を
讃
え
る
。
こ
れ
と
ナ
コ
ー
が
王
と
の
約
束
と
は
裏
腹
に
ヨ
サ
フ

ァ
ー
ト
の
味
方
と
な
っ
て
基
督
教
を
弁
護
す
る
筋
と
の
共
通
性
を

ギ
リ
シ
ャ
本
は
指
摘
し
、
更
に
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
誕
生
の
際
の
カ
ル

デ
ァ
の
占
星
家
を
も
こ
の
バ
ラ
ム
に
喰
え
、
暗
に
バ
ル
ラ
ー
ム
を

灰
め
か
し
て
い
る
気
配
が
あ
る
。
そ
し
て
〈
民
数
記
》
ゞ
〈
ラ
ム
に

関
す
る
言
及
は
グ
ル
ジ
ア
本
に
は
片
鱗
も
な
い
。
尚
、
ナ
コ
ー
の

基
督
教
弁
護
中
、
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
の
弁
明
を
引
用
し
て
い
る
の

も
ギ
リ
シ
ャ
本
の
み
で
あ
る
。

以
上
の
諸
例
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
本
の
著
者
は
こ
の
物
語
が
外
来
の

も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
基
督
教
色
を
一
層
濃
厚
に

す
べ
く
、
聖
書
と
の
結
び
つ
け
、
護
教
論
の
挿
入
等
を
試
み
た
形

跡
が
窺
わ
れ
る
。

最
後
に
、
佛
典
と
の
影
響
関
係
は
明
か
で
な
い
が
バ
ル
ラ
ー
ム

⑳

の
語
る
寓
話
中
〃
放
蕩
息
子
の
臂
嶮
″
が
あ
り
こ
れ
が
《
法
華
経
》
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信
解
品
の
〃
長
者
窮
児
の
譽
嶮
″
と
酷
似
す
る
。
こ
の
物
語
と
直

接
関
係
は
無
い
が
同
一
の
寓
話
が
聖
書
に
も
佛
典
に
も
見
え
る
例

⑳

は
他
に
も
あ
り
、
東
西
二
つ
の
巨
峰
も
麓
は
同
じ
大
地
、
相
互
に

何
ら
か
の
形
で
影
響
し
あ
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
今
後
綿
密
に
研
究
さ
れ
る
べ
き
分
野
で
あ
る
。

三
一
訂①

］
○
ｇ
国
匡
ョ
苫
冒
（
晟
鵲
、
…
屋
認
）
《
《
弓
冒
置
］
唱
冒
』
“
刃
○
四
。
藍
こ

（
』
つ
『
、
ｌ
く
群
つ
函
岸
）

②
加
頁
の
表
及
び
註
⑮
参
照

③
（
煙
）
閃
④
○
巳
冨
騨
帛
①
旨
》
《
白
９
Ｆ
鴨
巨
員
団
員
冒
震
巳
昏

］
○
閉
④
弔
彦
旨
国
〕
隣
、
、
ロ
は
ロ
自
由
．
］
己
冒
目
①
園
○
ｓ
２
〕
８
両
‐
日
○
℃
①
．
』
》

両
餌
鼻
自
己
ヨ
芯
昇
》
ぐ
２
．
ご
白
々
己
や
②
巴
７
と
き
、
罰
○
日
四
》
岳
３
．

写
目
国
ぐ
．
シ
ヴ
巳
騨
Ｑ
園
①
“
《
白
目
寓
○
ａ
ｐ
ｏ
は
○
口
》
》
貝
《
《
日
ロ
①
切
巴
②
く
い
‐

Ｈ
胃
関
口
牌
ロ
ロ
・
烏
や
７
ｔ
心
房

。
■
】
竜

へ
ｇ
崖
民
蔚
二
の
．
の
①
色
①
目
印
《
【
国
四
角
厨
Ｐ
日
野
］
ゆ
め
四
℃
ず
ゅ
壷
》
同
国
ｏ
ぐ
巳
○
‐

〆
匙

も
＆
賦
旦
両
①
］
侭
５
口
騨
口
．
皇
国
昏
胃
の
．
ぐ
○
］
・
く
目
・
己
や
忠
？
＆
３
．

門
．
痔
目
．
○
訂
ユ
病
．
同
昌
ロ
ヶ
ロ
廿
担
〕
》
〕
①
Ｃ
鈩

言
再
当
員
同
一
目
ぐ
ｍ
ｄ
煙
く
昼
騨
《
《
目
彦
①
固
い
Ｈ
旨
四
昌
降
言
い
騨
冠
彦
呉
目
前
‐

ｆ

吋
四
含
自
制
①
．
弓
国
ロ
ニ
（
言
尉
命
国
時
命
ご
い
計
○
国
①
ゅ
．
己
や
×
×
昌
７
４
〆
×
宮
門
Ｈ
口
宮
旨
鄙

陸
向
○
・
Ｆ
ｇ
〕
二
○
国
》
］
ｍ
ｍ
Ｐ

希
）
可
．
言
囚
閣
冨
巳
庸
壗
》
、
《
巨
狩
且
包
陣
○
口
旦
甸
四
三
⑦
鞭
．
。
》
切
巴
①
ｏ
訂
（
一
国
脇
‐

Ｐ
〕
の
○
冒
伊
目
〕
唱
５
ｍ
①
》
ご
鮠
黛
５
ぢ
ぬ
『
沙
目
皇
両
の
二
唱
○
己
》
ご
壱
、
四
甲
く

切
吟
式
Ｆ
ｇ
侭
巨
昌
勗
》
⑦
周
の
①
ご
》
自
己
○
○
・
Ｆ
（
）
〕
〕
（
一
（
旨
》
胃
、
、
岸
．

含
）
ご
曽
貞
一
三
へ
昌
淫
〕
己
冒
Ｆ
寧
邑
ぬ
い
《
《
｝
蟹
昌
騨
騨
冒
舞
篶
暴
畠
〕
｝
一
伊
廿
》
〕
届
】
言
ご
‐

ｇ
ｏ
で
①
巳
窪
田
旦
庁
包
昌
。
Ｐ
く
巳
．
胃
目
、
弓
や
胃
つ
司
７
ｔ
胃
②
、
．
ｇ
つ
い
，

命
）
ロ
・
旨
．
Ｆ
騨
口
函
卵
《
《
も
吊
雷
ｏ
①
旦
昌
］
①
嗣
昌
い
く
四
国
眉
巨
毛
や
？
ｆ

ユ
Ｐ

Ｌ
Ｃ
。

（
ご
園
①
ぐ
．
の
．
届
．
弓
○
○
ら
こ
Ｐ
ａ
２
ａ
国
．
旨
騨
茸
冒
哩
胃
《
《
弓
禺
①
駐
○
の
』
》

四
画
Ｑ
『
《
罰
号
』
旨
“
門
湧
豆
戸
『
》
》
具
《
《
切
騨
Ｈ
旨
四
目
四
国
・
目
○
Ｐ
⑳
四
９
日
》
〕
ご
く

陣
．
宕
彦
ロ
ロ
四
目
閉
８
口
の
・
も
や
く
巨
う
ぐ
〆
ぐ
屋
．

ｅ
］
○
い
⑦
℃
冒
鈩
．
望
四
詐
臼
と
”
《
↑
国
④
己
Ｐ
四
日
四
口
Ｑ
］
○
ｍ
騨
直
〕
胃
・
）
）
○
○
‐

巨
胃
雪
の
同
ロ
○
く
巳
○
口
①
昌
騨
》
ぐ
巳
．
昌
冒
．
も
や
曾
四
．
冠
・
蜀
．
○
○
晨
①
Ｈ
陣

、
ｏ
目
○
○
．
国
璽
ご
園
９
戸
．
，
后
９
．

（
一
）
《
《
国
四
邑
段
ゅ
日
四
ロ
ー
］
○
ぬ
秒
ｂ
面
目
〕
〕
〕
ｅ
画
四
冒
す
①
厨
同
ロ
Ｃ
冒
昌
○
℃
①
呂
騨
》

毛
軍
＄
・
罰
ぐ
．
降
閃
．
ｏ
ｐ
Ｐ
Ｂ
ず
①
厨
．
Ｆ
ｏ
ｐ
Ｑ
ｏ
胃
〉
昂
閉
．

（
ご
《
・
画
自
伝
四
目
四
口
・
］
○
い
ゅ
も
彦
鼻
・
￥
ｚ
こ
の
○
国
・
切
嗣
目
ｏ
詞
昌
○
胃
ｇ
ｐ
》

も
や
、
臼
ｌ
患
い
目
声
○
日
院
ｚ
①
房
○
口
舞
い
○
畠
．
Ｆ
ｏ
Ｈ
昌
○
ご
』
ご
Ｓ
・

の
中
村
元
「
西
洋
中
世
と
イ
ン
ド
文
化
」

平
凡
社
雑
誌
「
心
」
昭
和
四
二
年
七
月
号
一
三
三
、
く
一
四
三
頁
。

⑩
村
岡
典
嗣
「
吉
利
支
丹
文
学
抄
」
改
造
社
大
正
巧
年
。

④
陣
．
ざ
目
ご
四
目
院
８
口
の
“
《
《
切
目
盲
四
目
い
且
百
四
＄
目
昌
昏

④
ロ
両
国
哩
尉
冒
茸
四
口
⑱
冨
陣
○
口
ロ
昌
昏
の
両
①
ぐ
．
○
．
罰
．
葺
く
○
○
・
湧
国
ａ

四
口
二
国
．
昌
四
＃
旨
哩
雰
》
）
目
冨
伊
Ｏ
ｇ
Ｑ
儲
巴
Ｃ
巴
げ
ぎ
国
曼
，
Ｆ
ｏ
ｐ
８
目
》

群
④
つ
い
。

⑤
ｂ
・
旨
．
５
秒
長
“
《
自
胃
国
四
医
ぐ
自
画
員
（
国
胃
厨
四
目
四
目
］
○
笛
‐

ロ
ロ
四
ｓ
シ
田
口
Ｑ
Ｑ
冒
算
門
昌
①
時
○
日
庁
壺
①
。
旨
凰
黒
国
冒
画
い
牌
‐
〕
」
。
①
§

○
侭
①
シ
］
］
①
ロ
Ｐ
巨
全
ご
邑
葛
旨
伊
目
己
．
Ｆ
ｏ
ｐ
Ｑ
ｏ
ｐ
》
ご
急
．

⑥
倒
佛
所
行
讃
国
訳
一
切
経
・
本
縁
部
四
・
五

⑥
平
等
通
昭
訳
註
羅
需
佛
陀
の
生
涯
」
印
度
学
研
究
所
昭
和
四
年

③
衆
経
撰
雑
臂
職
、
大
正
四
・
五
一
三
ａ
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⑥
髻
職
経
、
大
正
四
・
八
○
一
ｂ

㈲
維
摩
経
、
大
正
十
四
・
五
三
九
ｂ

㈹
註
維
摩
経
、
大
正
三
十
八
・
三
四
二
ｂ

⑧
大
方
等
如
来
蔵
経
、
大
正
十
六
・
四
五
八
ａ

㈹
佛
遺
教
経
、
大
正
十
二
・
一
二
一
ａ

①
法
華
経
、
大
正
九
・
十
六
ｂ

⑦
方
広
大
荘
厳
経
、
国
訳
一
切
経
・
本
縁
部
九

⑬
法
集
要
頌
経
、
大
正
四
・
七
八
一
ａ

①
友
松
円
諦
編
著
「
和
漢
英
巴
対
照
ダ
ン
マ
パ
ダ
」
真
理
運
動
本
部

昭
和
三
十
九
年

⑦
《
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
の
弁
明
》
は
両
ロ
”
の
匡
口
“
（
ｇ
Ｓ
ｌ
置
弓
）

に
依
れ
ば
Ｈ
席
両
目
胃
Ｈ
ｇ
閏
且
は
四
国
（
］
弓
ｌ
畠
巴
に
、
閃
の
且
巴

国
自
国
印
に
依
れ
ば
醇
具
○
口
旨
い
国
口
の
つ
弱
！
］
臼
）
宛
に
吾
か
れ

た
。

③
静
旨
ロ
○
国
〕
ｇ
の
里
嘗
○
コ
．
テ
ィ
グ
リ
ス
河
を
挾
ん
で
対
置
す
る
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
古
代
都
市

⑨
註
③
⑪
吉
利
支
丹
文
学
抄
所
載

⑩
日
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ス
。
へ
イ
ン
系
方
言
、
㈲
タ
ガ

ラ
語
、
㈲
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
一
方
言
。

⑪
平
凡
社
一
九
六
○
第
一
巻
二
四
五
頁
。

⑫
ユ
ダ
ヤ
の
律
法
及
び
そ
の
解
説
書
、
五
百
年
頃
に
解
明
さ
れ
た
バ

ビ
ロ
’
一
ア
タ
ル
マ
ッ
ド
と
三
七
八
年
頃
に
解
明
さ
れ
た
．
〈
レ
ス
チ
ナ

タ
ル
マ
ッ
ド
の
二
種
が
あ
る
。

⑬
註
⑥
②
大
方
等
如
来
蔵
経

⑭
ウ
ィ
ー
ン
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
〈
イ
デ
ル
↓
ヘ

ル
ヒ
、
ロ
ー
マ
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
、
ヴ
ェ
ニ
ス
、
ト
リ
ノ
、
マ
ド
リ

ッ
ド
、
エ
ス
コ
リ
ア
ル
宮
殿
、
モ
ス
ク
ワ
、
カ
イ
ロ
、
エ
ル
サ
レ
ム
、

グ
ル
ジ
ア
、
ア
ト
ス
等
の
図
書
館
、
僧
院
、
及
び
大
英
博
物
館
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。

⑮
国
冒
怨
ぐ
目
が
国
巴
四
口
ぐ
目
へ
と
転
訓
し
た
の
は
パ
ー
レ
ビ
語

の
ｇ
と
ｌ
、
ｎ
と
ｒ
の
字
形
が
似
て
居
り
、
国
○
号
騎
騨
＃
ぐ
四
か
ら

喝
目
儲
呉
へ
は
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
Ｂ
と
ｙ
が
似
て
居
る
た
め
で
あ

る
。
註
③
⑥
参
照
。

⑯
⑰
⑬
註
⑥
⑪
「
佛
陀
の
生
涯
」
か
ら
引
用
。

⑲
田
辺
繁
子
訳
「
マ
ヌ
の
法
典
」
（
岩
波
文
庫
本
）
第
八
章
三
十
四

条
、
「
失
れ
て
後
（
王
の
従
僕
に
よ
り
て
）
発
見
せ
ら
れ
た
る
財
産

は
（
特
別
の
）
役
人
の
保
管
に
委
ね
ら
れ
る
幸
へ
し
。
そ
を
盗
み
し
者

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

捕
え
ら
れ
た
る
時
は
象
に
よ
り
て
殺
さ
る
べ
し
。
」

⑳
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
、
二
十
章
十
二

④
マ
タ
イ
伝
、
四
章
一
六

⑳
以
』
真
為
し
偽
、
以
レ
偽
為
し
真
、
是
為
二
邪
計
記
不
レ
得
一
一
真
利
聿

⑳
ル
カ
伝
十
五
章
十
一
’
三
十
二
・

②
列
王
記
・
上
、
三
章
十
六
’
二
十
八
及
び
ジ
ャ
ー
タ
カ
五
四
六
’

五
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